
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の基板と、
　前記第一の基板と対向して配設され 第二の基板と、
　前記第一の基板と前記第二の基板との間に封入される液晶層とを、
備えており、
　前記第一の基板は、
　前記第一の基板上に形成される複数のゲート配線と、
　前記第一の基板上に形成され、平面視において、前記ゲート配線と交差する複数のソー
ス配線と、
　前記ソース配線と同一層の、前記ゲート配線と前記ソース配線とで区画されている単位
画素領域の一部である反射領域において、前記ソース配線と所定の領域だけ隔てられ形成
される反射電極と、
　前記所定の領域中の前記反射電極の上層に形成されており、第一の絶縁膜を介して、平
面視で前記反射電極と重複する領域を有する反射コントラスト低下防止電極とを、
備えており、
　前記反射コントラスト低下防止電極は、電気的にフローティング状態である、
ことを特徴とする半透過型液晶表示装置。
【請求項２】
　前記反射コントラスト低下防止電極は、
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　前記ソース配線の配設方向に沿って、延設されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の半透過型液晶表示装置。
【請求項３】
　所定の期間、電圧を保持する機能を有しており、第二の絶縁膜を介して、平面視で反射
コントラスト低下防止電極と重複する領域を有する、補助容量電極を、さらに備えており
、
　前記反射電極と前記反射コントラスト低下防止電極との間で形成される電気容量をＣ１
とし、前記補助容量電極と前記反射コントラスト低下防止電極との間で形成される電気容
量をＣ２とした場合において、
　Ｃ１／Ｃ２≧５、の関係を満たす、
ことを特徴とする請求項２に記載の半透過型液晶表示装置。
【請求項４】
　前記反射コントラスト低下防止電極は、
　前記反射領域において、前記反射電極の前記ソース配線と対向する両端側に、各々形成
されており、
　両前記反射コントラスト低下防止電極は、前記ソース配線と交わる方向に配設された接
続電極を介して、各々電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項２に記載の半透過型液晶表示装置。
【請求項５】
　前記接続電極は、
　前記反射コントラスト低下防止電極と、一体的に形成されている、
ことを特徴とする請求項４に記載の半透過型液晶表示装置。
【請求項６】
　前記反射コントラスト低下防止電極は、
　前記反射領域において、前記反射電極の前記ソース配線と対向する一方端側から、前記
ソース配線と対向する他方端側にかけて、平面視において、前記反射電極を覆うように形
成されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の半透過型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画素領域に、バックライト光を透過する透過領域と、周囲光を反射する反
射領域とを有する、半透過型液晶表示装置に係る発明である。
【背景技術】
【０００２】
　半透過型液晶表示装置は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）アレイ基板を備えている。そし
て、当該アレイ基板の各画素には、表示面の背面に設置されたバックライト光を透過させ
る透過領域と、液晶層に入射してきた周囲光を反射させる反射領域とが、各々形成されて
いる。
【０００３】
　上記構成の半透過型液晶表示装置には、反射領域に形成される反射電極と、ソース配線
（ソース電極を含む）と、ドレイン電極とを同一層に形成する従来技術が存する（特許文
献１）。当該特許文献１に係わる技術を適用することにより、製造工程の簡略化が可能と
なっている。
【０００４】
　上記特許文献１に係わる半透過型液晶表示装置では、ソース配線と反射電極との短絡を
防止する必要がある。したがって、同一層内に形成される、ソース配線と反射電極とは、
所定の領域（距離）だけ隔てられている。
【０００５】
　また、特許文献１に係わる半透過型液晶表示層では、ソース配線と反射電極との間の間
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隔に着目すると、当該間隔のより下層には、補助容量電極および補助容量配線が形成され
ている。したがって、当該半透過型液晶表示装置では、ＴＦＴアレイ基板と対向して配設
される対向基板に設けられた対向電極と、上記補助容量電極および補助容量配線とが対向
している。
【０００６】
　ところで、特許文献１に係わる半透過型液晶表示装置では、補助容量電極および補助容
量配線と、対向電極とは、同電位である。したがって、ソース配線と反射電極との間の間
隔（所定の領域（距離））の上層に存する液晶層には、電界が印加されない。そうすると
、表示部から入射して、上記間隔の下層に存する上記補助容量電極等で反射する反射光は
、電界により抑制することができなくなる。
【０００７】
　このように、電界により上記反射光を抑制できなくなるので、特許文献１に係わる半透
過型液晶表示装置では、ノーマリホワイトモード（電圧を印加しない際に白表示となるモ
ード）を採用した場合に、黒表示の際に反射率が増加し、反射コントラストを低下させる
という問題が生じていた。
【０００８】
　当該問題を解決する技術として、特許文献２に係わる半透過型液晶表示装置が存在する
。
【０００９】
　特許文献２に係わる技術では、ソース配線と反射電極との間の上記間隔の上層に存する
液晶層に電界を印加することができるように、反射コントラスト低下防止電極が形成され
ている。よって、特許文献２に係わる半透過型液晶表示装置では、上記のような反射コン
トラストの低下を防止できていた。
【００１０】
　ここで、反射コントラスト低下防止電極と、透過領域に形成される透過画素電極とは、
電気的に接続されている。
【００１１】
【特許文献１】特願２００４－１１０２９９号
【特許文献２】特願２００４－２６０８７３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、特許文献２に係わる半透過型液晶表示装置において、反射コントラスト低下
防止電極と対向電極との間に導電性の異物が混入したような場合、または、製造段階で対
向電極に変形が生じた場合等には、対向電極と反射コントラスト低下防止電極とが、短絡
し得る。
【００１３】
　ここで、上記の通り、反射コントラスト低下防止電極は、透過画素電極と電気的に接続
されている。したがって、上記のような場合には、結果として、透過画素電極と対向電極
とが、電気的に短絡する可能性が生じる（以下、当該短絡を、面間短絡と称する）。
【００１４】
　もし、上記面間短絡が発生したとすると、当該短絡箇所に対応した液晶層に電界が印加
されなくなる。透過領域に存する液晶層において当該電界の不印加が生じると、ノーマリ
ホワイトモードのデバイスでは、バックライトの光が表示部から抜けてくる。このように
、バックライトの光が表示部から抜けてくると、輝点欠陥と呼ばれる非常に視認性の高い
欠陥が生じてしまう。
【００１５】
　付け加えると、特許文献２に係わる半透過型液晶表示装置では、反射コントラスト低下
防止電極は、反射領域の各画素の境界付近に形成する必要がある。しかし、当該反射コン
トラスト低下防止電極の形成部分は、一般的にセルギャップが狭い。したがって、特許文
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献２に係わる半透過型液晶表示装置では、上記異物の混入による面間短絡が生じ易い。
【００１６】
　また、当該反射コントラスト低下防止電極の形成部分は、対向基板に形成されるカラー
フィルターパターンの境界に近い位置でもある。したがって、特許文献２に係わる半透過
型液晶表示装置では、カラーフィルターのパターン異常に起因した（当該カラーフィルタ
ーのパターン異常により、対向電極に変形が生じる）面間短絡も生じ易い。
【００１７】
　つまり、反射コントラスト低下防止電極の形成位置に起因して、特許文献２に係わる半
透過型液晶表示装置では、上記輝点欠陥が生じ易く、歩留まりの低下および、これに起因
する製造コストの増加が問題であった。
【００１８】
　そこで、本発明は、ソース配線と反射画素電極とが所定の間隔だけ隔てられて同一層に
形成され、たとえば反射コントラストの低下防止の観点から、所定の位置に反射コントラ
スト低下防止電極を備える半透過型液晶表示装置において、反射コントラスト低下防止を
維持しつつ、上記輝点欠陥を防止することができる半透過型液晶表示装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る請求項１に記載の半透過型液晶表示装置は
、第一の基板と、前記第一の基板と対向して配設され 第二の基板と、
、前記第一の基板と前記第二の基板との間に封入される液晶層とを、備えており、前記第
一の基板は、前記第一の基板上に形成される複数のゲート配線と、前記第一の基板上に形
成され、平面視において、前記ゲート配線と交差する複数のソース配線と、前記ソース配
線と同一層の、前記ゲート配線と前記ソース配線とで区画されている単位画素領域の一部
である反射領域において、前記ソース配線と所定の領域だけ隔てられ形成される反射電極
と、前記所定の領域中の前記反射電極の上層に形成されており、第一の絶縁膜を介して、
平面視で前記反射電極と重複する領域を有する反射コントラスト低下防止電極とを、備え
ており、前記反射コントラスト低下防止電極は、電気的にフローティング状態である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の請求項１に記載の半透過型液晶表示装置は、第一の基板と、前記第一の基板と
対向して配設され 第二の基板と、前記第一の基板と前記第二の基板と
の間に封入される液晶層とを、備えており、前記第一の基板は、前記第一の基板上に形成
される複数のゲート配線と、前記第一の基板上に形成され、平面視において、前記ゲート
配線と交差する複数のソース配線と、前記ソース配線と同一層の、前記ゲート配線と前記
ソース配線とで区画されている単位画素領域の一部である反射領域において、前記ソース
配線と所定の領域だけ隔てられ形成される反射電極と、前記所定の領域中の前記反射電極
の上層に形成されており、第一の絶縁膜を介して、平面視で前記反射電極と重複する領域
を有する反射コントラスト低下防止電極とを、備えており、前記反射コントラスト低下防
止電極は、電気的にフローティング状態であるので、第二基板に形成される対向電極と反
射コントラスト低下防止電極とが短絡したとしても、透過電極と対向電極とが、電気的に
短絡することを防止することができる（つまり、面間短絡を防止することができる）。よ
って、輝点欠陥と呼ばれる非常に視認性の高い欠陥が生じることを防止することができる
。換言すれば、高い歩留まりで本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置を製造するこ
とができる。なお、反射コントラスト低下防止電極は、反射電極との間で容量を形成して
いる。したがって、当該容量に基づいて、反射コントラスト低下防止電極に電圧を印加さ
せることができる。よって、前記所定の領域の上方に存する液晶層に、正常に電界を印加
することができ、当該所定の領域における反射コントラスト低下を防止することができる
。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
【００２２】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置が有するＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉ
ｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄膜トランジスタ）アレイ基板の概略構成を示す、透視平
面図である。
【００２３】
　図１に示すように、透明絶縁性基板（第一の基板と把握できる。図示せず）上に、ゲー
ト配線２が複数、ストライプ状に配設されている。また、透明絶縁性基板上には、平面視
において、当該ゲート配線２と交差するように複数のソース配線３がストライプ状に配設
されている。
【００２４】
　ここで、ゲート配線２とソース配線３とで区画される領域が画素領域（つまり、単位画
素）である。図１に示すように、各単位画素領域（以下、単に画素領域と称する）は、マ
トリクス状に配置される。
【００２５】
　図２は、図１に示したＴＦＴアレイ基板の一画素分を拡大した、透視平面図である。ま
た、図３には、図２で示したＴＦＴアレイ基板１００のＡ－Ａ断面図（ソース電極から反
射領域）、Ｂ－Ｂ断面図（透過領域と反射領域とのコンタクト部分）、およびＣ－Ｃ断面
図（ＴＦＴ部近傍）を、各々図示している。
【００２６】
　以下、図２，３に基づいて、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置（特に、ＴＦ
Ｔアレイ基板）の構成を説明する。
【００２７】
　図２に示すように、各画素は、液晶表示装置内で照射された光を透過させる透過領域（
第一の領域と把握できる）Ｔと、外部から液晶表示装置内に入射してきた周囲光を反射さ
せる反射領域（第二の領域と把握できる）Ｓとで構成されている。
【００２８】
　図２，３から分かるように、ガラス基板等の透明絶縁性基板１上には、第一の導電膜か
らなるゲート配線２が形成されている。なお、ゲート配線２において、ＴＦＴ形成部分を
特に、ゲート電極部２ａと称する。
【００２９】
　また、透明絶縁性基板１上には、第一の導電膜からなる補助容量電極４が形成されてい
る。ここで、補助容量電極４は、所定の期間、電圧を保持する機能を有している。また、
補助容量電極４は、バックライトからの漏れ光を防止する機能も有している。
【００３０】
　また、透明絶縁性基板１上には、ゲート配線２および補助容量電極４等を覆うように、
絶縁膜５が形成されている。また、ゲート電極部２ａ上には、絶縁膜（ゲート絶縁膜と把
握できる）５を介して、半導体層である半導体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７
が形成されている。
【００３１】
　上記オーミックコンタクト膜７は、その一部が除去されており、当該オーミックコンタ
クト膜７は、二つの領域に分割されている。そして、一方の領域において、当該オーミッ
クコンタクト膜７上には、第二の導電膜からなるソース配線３が積層されている。これに
対して、他方の領域において、当該オーミックコンタクト膜７上には、第二の導電膜から
なるドレイン電極８が積層されている。なお、ソース配線３において、ＴＦＴ形成部分を
特に、ソース電極部と称する。
【００３２】
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　上記ゲート電極２ａ、半導体能動膜６、ソース電極部、およびドレイン電極８等により
、スイッチング素子であるＴＦＴが構成されている。ここで、ソース電極部を一部に有す
るソース配線３は、絶縁膜５を介して、ゲート配線２と交差するように配設されている。
なお、当該交差部およびソース配線３の形成部分には、耐電圧を向上させるために、半導
体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７が形成されている。
【００３３】
　また、反射領域Ｓには、ドレイン電極８から延びた反射電極９が形成されている。つま
り、ドレイン電極８と反射電極９とは、一体である。よって、反射電極９は、第二の導電
膜を用いて形成される。
【００３４】
　ここで、反射電極９はその機能から、最表面層は反射率の高い金属膜である必要がある
。したがって、第二の導電膜としては、少なくとも最表面層に、当該反射率の比較的に高
い金属膜を用いられる。
【００３５】
　また、反射電極９とソース配線３とは、同一層内に形成されている。したがって、反射
電極９とソース配線３との短絡防止の観点から、反射電極９は、ソース配線３と所定の領
域（距離）だけ隔てられ形成される必要がある。なお、好ましくは、ソース配線３と反射
電極９との間隔は、５μｍ～１０μｍ程度である。
【００３６】
　さらに、本実施の形態に係わる液晶表示装置では、上記各構成要素を覆うように、絶縁
膜１０が形成されている。ここで、反射電極９上の当該絶縁膜１０の一部を除去すること
により、当該絶縁膜１０にコンタクトホール１１が形成されている。なお、当該コンタク
トホール１１の底部からは、反射電極９が露出している。
【００３７】
　また、透過領域Ｔの当該絶縁膜１０上には、所定のパターンの透過電極１２が形成され
ている。ここで、当該透過電極１２は、透過率の比較的に高い導電膜（以下、透明導電膜
と称する）から構成されている。また、透過電極１２は、コンタクトホール１１を介して
、反射電極９と電気的に接続されている。したがって、透過電極１２は、ドレイン電極８
と電気的に接続されている。
【００３８】
　また、ソース配線３と反射電極９との間に存する所定の領域の上方には、上記絶縁膜１
０を介して、反射コントラスト低下防止電極１３が形成されている。なお、平面視におい
て、当該反射コントラスト低下防止電極１３は、反射電極９と重複する領域を有している
。
【００３９】
　ここで、反射コントラスト低下防止電極１３は、ソース配線３と反射電極９との間の間
隔の上層に存する液晶層に電界を印加することができるようにするための部材であり、当
該反射コントラスト低下防止電極１３の形成により、反射コントラストの低下を防止する
ことができる。また、反射コントラスト低下防止電極１３は、透明性を有する導電膜から
形成されている。
【００４０】
　また、図２に示すように、反射コントラスト防止電極１３は、ソース配線３の配設方向
に沿って配設されている。つまり、反射コントラスト防止電極１３の配設方向と、ソース
配線３の配設方向とは、略平行である。
【００４１】
　さらに、本発明に係わる液晶表示装置において、上記反射コントラスト防止電極１３は
、透過電極１２等と電気的に接続されていない。つまり、反射コントラスト防止電極１３
は、電気的にフローティング状態である。
【００４２】
　また、反射コントラスト防止電極１３は、図３に示すように、絶縁膜５，１０を介して
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、平面視で補助容量電極４と重複する領域を有している。
【００４３】
　次に、本実施の形態に係わる液晶表示装置の製造方法について、図面を用いて具体的に
説明する。ここで、以下に示す工程断面図では、図２で示したＴＦＴアレイ基板１００の
Ａ－Ａ断面（ソース電極から反射領域）、Ｂ－Ｂ断面（透過領域と反射領域とのコンタク
ト付近）、およびＣ－Ｃ断面（ＴＦＴ部付近）に対応する部分を図示している。
【００４４】
　はじめに、ガラス基板等の透明絶縁性基板１を洗浄することにより、当該透明絶縁性基
板１の表面を浄化する。その後、当該透明絶縁性基板１上に、スパッタリング法等により
、第一の導電膜を成膜する。
【００４５】
　ここで、第一の導電膜としては、たとえばＣｒ（クロム）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｔａ
（タンタル）、Ｔｉ（チタン）またはＡｌ（アルミニウム）からなる薄膜、もしくは、前
記の金属のいずれかを主成分とする合金からなる薄膜等を、採用することができる。なお
、本実施の形態では、第一の導電膜として、約４００ｎｍ程度のＣｒ膜を成膜することと
する。
【００４６】
　ところで、第一の導電膜の形成後、後述する工程において、ドライエッチングによりコ
ンタクトホール１１が形成される。また、当該コンタクトホール１１内には、電気的接続
を得るために、透明導電膜が形成される。当該コンタクトホール１１の形成等の際に、第
一の導電膜は、酸化される可能性が生じる。
【００４７】
　したがって、第一の導電膜としては、表面酸化が生じ難い金属薄膜もしくは、たとえ酸
化されたとしても比較的高い導電性を維持することができる金属薄膜等を、採用すること
が望ましい。
【００４８】
　たとえば、第一の導電膜として、Ａｌ系の材料を採用する場合には、表面酸化による導
電性の劣化を防止するために、表面に窒化Ａｌ膜を形成するか、もしくは表面にＣｒ，Ｍ
ｏ，Ｔａ，Ｔｉなどの膜を成膜すれば良い。
【００４９】
　その後、第一の導電膜に対して写真製版工程を施すことにより、当該第一の導電膜を所
定の形状にパターニングする。これにより、図４の平面図および図５の断面図に示すよう
に、透明絶縁性基板１上に、ゲート配線２および補助容量電極４が形成される。
【００５０】
　ここで、補助容量電極４は、反射領域Ｓにおいて、ほぼ全域に形成される。また、透過
領域Ｔにおいては、補助容量電極４は、後に形成されるソース配線３の近辺において、当
該ソース配線３に沿って、所定の幅を有する線状に形成される。
【００５１】
　なお、上記写真製版工程の一連の流れは、以下の通りである。まず、第一の導電膜が形
成された透明絶縁性基板１を洗浄した後、当該透明絶縁性基板１に対して感光性レジスト
を塗布する。次に、当該レジストの乾燥後、所定のパターンが形成されたマスクを通して
、当該レジストを露光し、現像する。これにより、所定のパターンを有するレジストが形
成される。当該パターン化されたレジストを加熱硬化させた後、当該レジストをマスクと
して、第一の導電膜をエッチングする。その後、上記レジストを剥離する。
【００５２】
　なお、上記第一の導電膜のエッチングは、公知のエッチャントを用いて、ウエットエッ
チング法で行うことができる。たとえば、第一の導電膜がＣｒで形成されている場合には
、第二硝酸セリウムアンモニウムおよび硝酸が混合された水溶液を用いる。
【００５３】
　また、第一の導電膜のエッチングにおいては、パターンエッジの段差部における絶縁膜
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のカバレッジを向上させ、また当該段差部における他の配線との短絡を防止する必要があ
る。したがって、パターンエッジ断面が台形状のテーパー形状となるように、当該第一の
導電膜をエッチングすることが望ましい。
【００５４】
　さて次に、ゲート配線２、補助容量電極４を覆うように、透明絶縁性基板１上に、絶縁
膜５、半導体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７を、当該順に成膜する。ここで、
各膜５，６，７の成膜は、たとえば、プラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等により、行うことができる。
【００５５】
　ここで、絶縁膜５は、ＴＦＴ形成領域において、ゲート絶縁膜として機能する。また、
ゲート絶縁膜として機能する絶縁膜５としては、たとえば、ＳｉＮｘ膜、ＳｉＯｙ膜、Ｓ
ｉＯｚＮｗ膜のいずれかの単層、もしくはこれらの膜を含む多層膜等を、採用することが
できる。ここで、「ｘ」、「ｙ」、「ｚ」、「ｗ」は、それぞれ化学量論組成を表す正数
である。
【００５６】
　また、絶縁膜５の膜厚は薄すぎる場合には、ゲート配線２とソース配線３とが、両配線
２，３の交差部で短絡する可能性が生じる。これに対して、絶縁膜５の膜厚は厚すぎる場
合には、ＴＦＴのＯＮ電流が小さくなり表示特性が低下する。したがって、絶縁膜５の膜
厚は、両者のトレードオフの関係により決定される。
【００５７】
　また、絶縁膜５は、複数回に分けて成膜することが望ましい。これは、一度に絶縁膜５
を成膜したとすると、ピンホール等が発生し、層間ショートが起こるからである。たとえ
ば、膜厚３００ｎｍ程度のＳｉＮ膜を成膜した後に、さらに膜厚１００ｎｍ程度のＳｉＮ
膜を積層することにより、膜厚４００ｎｍ程度の絶縁膜５を形成すれば良い。
【００５８】
　また、半導体能動膜６としては、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）膜、またはポリシ
リコン（ｐ－Ｓｉ）膜等を採用することができる。ここで、半導体能動膜６の膜厚が薄す
ぎると、後述するオーミックコンタクト膜７のドライエッチングの際に、当該半導体能動
膜６は消失してしまう。これに対して、半導体能動膜６の膜厚が厚すぎると、ＴＦＴのＯ
Ｎ電流が小さくなる。
【００５９】
　したがって、半導体能動膜６の膜厚は、オーミックコンタクト７のドライエッチング時
のエッチング量の制御性、およびＴＦＴの所望のＯＮ電流値を考慮して、決定する必要が
ある。たとえば、半導体能動膜６の膜厚は、ａ－Ｓｉ膜を採用する場合、１５０ｎｍ程度
が望ましい。
【００６０】
　また、オーミックコンタクト膜７としては、ａ－ＳｉにＰ（リン）を微量にドーピング
したｎ型ａ－Ｓｉ膜、または、ｐ－ＳｉにＰ（リン）を微量にドーピングしたｎ型ｐ－Ｓ
ｉ膜等を、採用することができる。たとえば、オーミックコンタクト膜７の膜厚は、３０
ｎｍ程度である。
【００６１】
　そして、各膜６，７に対して写真製版工程を施すことにより、図６の平面図および図７
の断面図に示すように、当該半導体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７を、所定の
パターンにパターニングする。
【００６２】
　ここで、半導体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７を、少なくともＴＦＴ形成領
域に残存させるように、所定の形状にてパターニングする。なお、半導体能動膜６および
オーミックコンタクト膜７を、ＴＦＴ形成領以外に、ゲート配線２とソース配線３とが交
差する部分、およびソース配線３が形成される部分にも残存させるように、当該各膜６，
７をパターニングしても良い。
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【００６３】
　上記のように、ソース配線３の部分等にも半導体能動膜６、オーミックコンタクト膜７
を残存させることにより、動作時の素子に対する耐電圧を大きくすることができる。
【００６４】
　なお、半導体能動膜６およびオーミックコンタクト膜７のパターニングは、公知のガス
組成（たとえば、ＳＦ６とＯ２との混合ガスまたは、ＣＦ４とＯ２との混合ガス等）を用
いた、ドライエッチング法により行うことができる。
【００６５】
　さて次に、上記までの各部分（半導体能動膜６やオーミックコンタクト膜７等）が形成
された、透明絶縁性膜１に対して、スパッタリング法等を施す。これにより、当該透明絶
縁性膜１上に、第二の導電膜を成膜する。
【００６６】
　第二の導電膜としては、図９に示すように、たとえば２層構造の積層膜が採用できる。
当該２層構造の場合、第一の薄膜層３１は、たとえばクロム、モリブデン、タンタル、チ
タン等の単体、もしくは前記の元素を主成分とする合金を採用することができる。また、
当該第一の薄膜層３１上に形成される第二の薄膜層３２は、たとえばアルミニウム、銀等
の単体、もしくは前記の元素を主成分とする合金を採用することができる。
【００６７】
　ここで、第一の薄膜層３１は、オーミックコンタクト膜７および絶縁膜５上に、直接成
膜される。また、第二の薄膜層３２は、上述の通り、第一の薄膜層３１上に直接成膜され
る。
【００６８】
　第二の導電膜は、後述するソース配線３、ドレイン電極８および反射電極９等として用
いられる。したがって、配線抵抗および表面層の反射特性を考慮して構成することが必要
である。当該事項を考慮すると、第二の導電膜としては、膜厚１００ｎｍ程度のクロム膜
から成る第一の薄膜層３１と、膜厚３００ｎｍ程度のＡｌＣｕ膜から成る第二の薄膜層３
２とを有する構成が望ましい。以下、説明の便宜上、当該構成の導電膜の場合に限定して
話を進める。
【００６９】
　次に、第二の導電膜に対して写真製版工程を施すことにより、当該第二の導電膜を所定
の形状にパターニングする。これにより、図８，９に示すように、当該第二の導電膜から
成る、ソース配線３、ドレイン電極８および反射電極９が各々形成される。
【００７０】
　ここで、上述したように、ドレイン電極８と反射電極９とは一体形成されている。つま
り、ドレイン電極８と反射電極９とは、同一層内で連続して形成されている。当該構成よ
り、ドレイン電極８と反射電極９とは、同一層内において電気的に接続されていることは
、明らかである。
【００７１】
　また、反射電極９は、上述の通り、ソース配線３と同一層内の反射領域Ｓに形成される
。また、ソース配線３と反射電極９とは、所定の領域（距離）だけ隔てられている。
【００７２】
　なお、上記第二の導電膜のエッチングは、公知のエッチャントを用いた、ウエットエッ
チング法により行うことができる。
【００７３】
　次に、ＴＦＴ形成部のドレイン電極８とソース電極とを分断する部分領域３４（図８，
９参照）において、オーミックコンタクト膜７を部分的に、エッチング処理を用いて除去
する。これにより、領域３４からは、半導体能動膜６が露出される。
【００７４】
　ここで、オーミックコンタクト膜７の部分的除去は、上記第二に導電膜の写真製版工程
内において実施することができ、公知のガス組成（たとえば、ＳＦ６とＯ２との混合ガス
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または、ＣＦ４とＯ２との混合ガス等）を用いた、ドライエッチング法により行うことが
できる。
【００７５】
　また、第二の導電膜が２層構造の場合では、後述するコンタクトホール１１の形成領域
３５（図８，９参照）において、ＡｌＣｕ膜から成る第二の薄膜層３２を部分的に除去す
る。これにより、当該領域３５において、コンタクトエリアが形成される。なお、当該第
二の薄膜層３２の部分的除去は、以下の方法により行うことができる。
【００７６】
　たとえば、上記ソース配線３、ドレイン電極８および反射電極９等のパターニングの際
に実施される写真製版工程において、領域３５の部分のフォトレジストが薄く仕上がるよ
うに、ハーフトーン露光などの露光技術を用いる。そして、領域３４におけるオーミック
コンタクト膜７のドライエッチングの後、酸素プラズマ等の技術を用いて、フォトレジス
トの減膜処理を施す。これにより、領域３５に存するレジストを部分的に除去することが
できる。その後、当該フォトレジストをマスクとして、ウエットエッチング処理を施すこ
とにより、領域３５において、ＡｌＣｕ膜から成る第二の薄膜層３２を部分的に除去する
ことができる。
【００７７】
　以上により、領域３５では、第二の導電膜として、クロム膜から成る第一の薄膜層３１
のみが残存する（図９参照）。
【００７８】
　ここで、上記ハーフトーン露光のプロセスについて、もう少し詳細に説明する。
【００７９】
　上記ハーフトーン露光では、フォトレジストに対して、ハーフトーンマスク（たとえば
所定のパターンのクロムに、所望の濃淡を持たせたマスク）を介した露光を行う。また、
当該ハーフトーンマスクを用いた露光の際に、露光強度を調整する。これにより、現像さ
れたフォトレジストに、所定の開口部を形成することができると伴に、所定の部分におけ
る仕上がり膜厚を制御（減膜）することができる。
【００８０】
　その後、上記フォトレジストをマスクとして使用して、当該フォトレジストの開口部か
ら露出している部分（所定の部分の、オーミックコンタクト膜７や第二の導電膜）を除去
する。その後、酸素プラズマ処理等を用いて、フォトレジストの前記減膜部分を除去する
。その後、減膜部分が除去されたフォトレジストをマスクとして用いて、上記のように、
第二の薄膜層３２のエッチング処理を施す。
【００８１】
　以上のハーフトーン露光技術を採用することにより、１回の写真製版工程において、ソ
ース配線３、ドレイン電極８および反射電極９のパターニングと、オーミックコンタクト
膜７の部分的除去を行うことができると伴に、領域３５における第二の薄膜層３２の部分
的除去も行うことができる。
【００８２】
　第二の導電膜が、ＡｌＣｕ膜である第二の薄膜層３２とクロム膜である第一の薄膜層３
１とを有する構成の場合において、上記のように、領域３５の第二の薄膜層３２を部分的
に除去するのは、以下の理由による。つまり、後述するコンタクトホール１１を介して、
後述する透過電極１２との良好なコンタクト（コンタクト導電率）を有する第一の薄膜層
３１（クロム膜）を露出させるためである。
【００８３】
　ここで、もし、第二の導電膜として、表面に窒化アルミ合金（ＡｌＣｕＮ）等を有する
薄膜を成膜したとする。このような場合には、上記積層構造の第二の導電膜と比較して、
表面における反射率は、若干低下する。しかし、当該窒化アルミ合金は、後述する透過電
極１２との良好なコンタクトが可能である。したがって、第二の導電膜として、表面に窒
化アルミ合金（ＡｌＣｕＮ）等を有する薄膜を成膜した場合には、フォトレジストに対す
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る上記ハーフトーン露光を行う必要はない。
【００８４】
　さて次に、ソース配線３、ドレイン電極８および反射電極９等を覆うように、絶縁膜１
０を透明絶縁性基板１上に成膜する（図９）。ここで、当該絶縁膜１０の成膜は、たとえ
ばプラズマＣＶＤ法等におり行うことができる。
【００８５】
　また、絶縁膜１０としては、絶縁膜５と同様に、たとえば、ＳｉＮｘ膜、ＳｉＯｙ膜、
ＳｉＯｚＮｗ膜のいずれかの単層、もしくはこれらの膜を含む多層膜等を、採用すること
ができる。ここで、「ｘ」、「ｙ」、「ｚ」、「ｗ」は、それぞれ化学量論組成を表す正
数である。また、絶縁膜１０の膜厚は、下層パターンのカバレッジを考慮して決めること
が望ましい。たとえば、絶縁膜１０として、膜厚５００ｎｍ程度のＳｉＮ膜を採用するこ
とができる。
【００８６】
　絶縁膜１０の成膜後、当該絶縁膜１０に対して写真製版工程を施し、領域３５の絶縁膜
１０にコンタクトホール１１を形成する。ここで、当該コンタクトホール１１の底部から
は、積層構造の反射電極９を構成する、第一の薄膜層３１が露出している。また、コンタ
クトホール１１の形成は、公知のエッチャントを用いたウエットエッチング法によっても
、公知のガス組成を用いたドライエッチング法によっても行うことができる。
【００８７】
　さて次に、絶縁膜１０等が形成された透明絶縁性基板１上に、たとえばスパッタリング
法等により、透明導電膜を成膜する。ここで、透明導電膜としては、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕ
ｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）やＳｎＯ２等を採用することができる。なお、化学的安定性を
考慮すると、透明導電膜としてＩＴＯを採用することが望ましい。また、ＩＴＯは、結晶
化ＩＴＯまたはアモルファス（ａ－ＩＴＯ）のいずれでも採用できる。ただし、ａ－ＩＴ
Ｏを採用する場合には、パターニング後結晶化温度（たとえば１８０℃以上）で加熱して
、当該ａ－ＩＴＯを結晶化させる必要がある。なお、透明導電膜として、当該ａ－ＩＴＯ
を採用する場合には、その膜厚は８０ｎｍ程度である。
【００８８】
　次に、透明導電膜に対して写真製版工程を施すことにより、図２，３に示すように、当
該透明導電膜を所定の形状にパターニングする。具体的に、図２，３に示すように、所定
の形状の透過電極１２および反射コントラスト低下防止電極１３を形成する。ここで、反
射コントラスト低下防止電極１３は、透過電極１２等は接続されておらず、電気的にフロ
ーティング状態である。
【００８９】
　図２に示すように、透過電極１２は、透過領域Ｔに形成される。また、透明導電膜のパ
ターニングの際のズレ等を考慮して、透過領域Ｔと反射領域Ｓとの境界付近において、透
過電極１２は、絶縁膜１０を介して反射電極９と、（平面視において）その一部が重なる
ように形成される。
【００９０】
　また、反射領域Ｓにおいて、透過電極１２が反射電極９との上記重複領域を多く有する
と、当該反射領域Ｓにおける反射率が低下する。したがって、反射領域Ｓにおける透過電
極１２と反射電極９との重複部分は、反射電極Ｓと透過領域Ｔとの極めて境界付近に限定
することが望ましい。
【００９１】
　また、透過電極１２は、コンタクトホール１１内に充填されている。つまり、透過電極
１２は、コンタクトホール１１を介して反射電極９と電気的に接続されている。したがっ
て、透過電極１２と反射電極９とは、ほぼ同電位である。
【００９２】
　また、反射コントラスト低下防止電極１３は、ソース配線３と反射電極９との間の所定
の領域の上方に形成されており、当該所定の領域における、反射コントラストの低下を防
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止するための部材である。また、反射コントラスト低下防止電極１３は、絶縁膜１０を介
して、平面視で反射電極９と重複する領域を有している。
【００９３】
　また、反射コントラスト低下防止電極１３は、図２に示すように、ソース配線３の配設
方向に沿って、延設されている。つまり、反射コントラスト低下防止電極１３とソース配
線３とは、略平行である。
【００９４】
　また、反射コントラスト低下防止電極１３は、透過電極１２との境界側における反射電
極９の端部付近から、後述する対向基板に形成されるブラックマトリクスの境界（ＴＦＴ
形成側に存するブラックマトリクスの境界）に対応する位置付近までに至って、配設され
ている。
【００９５】
　また、反射コントラスト低下防止電極１３は、絶縁膜５，１０を介して、平面視で補助
容量電極４と重複する領域を有している。
【００９６】
　上述の通り、反射コントラスト低下防止電極１３は、電気的にフローティング状態であ
る。しかし、上述の通り、反射コントラスト低下防止電極１３は、反射電極９と絶縁膜１
０を介して、平面視で重複する領域を有している。
【００９７】
　したがって、当該反射コントラスト低下防止電極１３は、反射電極９との間で形成され
る容量に基づいて、ソース配線３と反射電極９との間に存する所定の領域における、上記
反射コントラスト低下を防止する効果を奏することができる。
【００９８】
　つまり、反射電極９との間で形成される容量に基づいて駆動する当該反射コントラスト
低下防止電極１３と、後述する対向基板との間に電圧を印加することができる。よって、
上記所定の領域の上方に存する液晶層に、電界を印加することができ、当該所定の領域に
おける反射コントラストの低下を防止することができる。
【００９９】
　なお、本実施の形態では、透過電極１２と反射コントラスト低下防止電極１３とは、同
じ工程、同じ透明導電膜である。しかし、上述の通り、透過電極１２と反射コントラスト
低下防止電極１３とは、電気的に接続されておらず、当該反射コントラスト低下防止電極
１３は、上述の通り、電気的にフローティング状態である。
【０１００】
　したがって、透過電極１２と反射コントラスト低下防止電極１３とを、別材料、別工程
により、形成しても良い。しかし、上述のように、同じ材料（同じ透明導電膜）、同一工
程により、両部材１２，１３を形成することにより、製造工程の簡略化を図ることができ
る。
【０１０１】
　さて次に、セル化工程において、上記までの工程により各部分（反射電極９、透過電極
１２、反射コントラスト低下防止電極１３等）が形成されたＴＦＴアレイ基板１００に対
して、配向膜が塗布される。その後、当該ＴＦＴアレイ基板１００対して、一定方向にラ
ビング処理が施される。
【０１０２】
　次に、ＴＦＴアレイ基板１００と対向して配設される、対向基板（第二の基板と把握で
きる）の形成方法について説明する。なお、当該対向基板の形成方法では、工程断面図等
は省略している。
【０１０３】
　まず、透明絶縁性基板（図示せず、以降対向基板を構成する各部分は、図示せず）上に
、上記画素領域を区画するブラックマトリクスを形成する。そして、当該ブラックマトリ
クスで区画された領域（画素領域）に、各々カラーフィルターを形成する。

10

20

30

40

50

(12) JP 3892882 B2 2007.3.14



【０１０４】
　そして、当該カラーフィルターを覆うように、保護膜を形成し、当該保護膜上に対向透
明電極を形成する。その後、当該対向透明電極等が形成された対向基板に対して、配向膜
が塗布される。その後、当該対向基板に対して、一定方向にラビング処理が施される。
【０１０５】
　さて、各部分が形成された、ＴＦＴアレイ基板１００および対向基板が完成したならば
、次に、当該ＴＦＴアレイ基板１００と対向基板とを、互いに配向膜が向かい合うように
、重ね合わす。ここで、当該ＴＦＴアレイ基板１００と対向基板とは、スペーサ（図示せ
ず）を介して、重ね合わされている。その後、ＴＦＴアレイ基板１００と対向基板の周縁
部をシール材により接着する。ここで、ＴＦＴアレイ基板１００と対向基板との間には、
液晶層が封入されている。
【０１０６】
　ＴＦＴアレイ基板１００と対向基板との上記重ね合わせにより形成された液晶セルの両
面に、偏向板を貼り付ける。その後、背面にバックライトユニットを取付けることにより
、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置が完成する。
【０１０７】
　なお、上記構成の半透過型液晶表示装置において、ＴＦＴアレイ基板１００の反射領域
Ｓに対向する部分の対向基板上に、透明有機膜を形成しても良い。こうすることにより、
反射領域Ｓにおける液晶層の厚みが、透過領域Ｔにおける液晶層の厚みよりも薄くなる。
したがって、反射領域Ｓにおける電気光学的特性と、透過領域における電気光学的特性と
を略一致させることができ、より良好な表示が可能となる。
【０１０８】
　以上のように、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置では、上記所定の領域にお
ける反射コントラスト低下防止の観点から形成された、反射コントラスト低下防止電極１
３は、透過電極１２等と接続しておらず、電気的にフローティング状態である。
【０１０９】
　したがって、上記のように、反射コントラスト低下防止電極と対向電極との間に導電性
の異物が混入したような場合、または、製造段階で対向電極に変形が生じた場合等により
、対向電極と反射コントラスト低下防止電極とが短絡したとしても、透過電極１２と対向
電極とが、電気的に短絡することを防止することができる（つまり、面間短絡を防止する
ことができる）。
【０１１０】
　つまり、たとえ反射コントラスト低下防止電極１３と対向電極との間で、電気短絡が生
じたとしても、対応する画素領域の透過領域Ｔに存する液晶層には、正常に電界を印加さ
せることができる。よって、輝点欠陥と呼ばれる非常に視認性の高い欠陥が生じることを
防止することができる。換言すれば、高い歩留まりで本実施の形態に係わる半透過型液晶
表示装置を製造することができる。
【０１１１】
　なお、反射コントラスト低下防止電極１３は、上述したように、反射電極９との間で形
成される容量に基づいて、電圧を印加させることができる。よって、ソース配線３と反射
電極９との間に存する所定の領域においても、対向電極と反射コントラスト低下防止電極
１３とに所定の電圧を印加することができる。よって、当該所定の領域の上方に存する液
晶層に、正常に電界を印加することができ、当該所定の領域における反射コントラスト低
下を防止することができる。
【０１１２】
　＜実施の形態２＞
　上述したように、反射コントラスト低下防止電極１３と反射電極９との間で形成される
容量に基づいて、当該反射コントラスト低下防止電極１３に所定の電圧を印加させている
。
【０１１３】
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　一方で、上述したように、実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置は、所定の期間
、電圧を保持する機能を有する補助容量電極４を備えている。そして、図３等に示したよ
うに、当該補助容量電極４は、絶縁膜５，１０を介して、平面視で反射コントラスト低下
防止電極１３と重複する領域を有する。つまり、補助容量電極４と反射コントラスト低下
防止電極１３との間でも、容量が形成される。
【０１１４】
　したがって、反射電極９と反射コントラスト低下防止電極１３との間で形成される電気
容量Ｃ１と、補助容量電極４と反射コントラスト低下防止電極１３との間で形成される電
気容量Ｃ２とから成る容量比（Ｃ１／Ｃ２）に依存して、反射コントラスト低下防止電極
１３に印加される電圧値が変動する。そして、当該電圧値の変動は、ソース配線３と反射
電極９との間に存する所定の領域の上方に存する液晶層における、反射コントラストの変
動として現れる。つまり、上記容量比（Ｃ１／Ｃ２）の変動に応じて、反射コントラスト
低下防止電極１３が奏する反射コントラスト効果が変動する。
【０１１５】
　図１０は、上記容量Ｃ１と上記容量Ｃ２との容量比（Ｃ１／Ｃ２）と、反射コントラス
トとの相関をシミュレーションした結果である。ここで、図１０において、縦軸は反射コ
ントラスト（ａｒｂ．ｕｎｉｔ）であり、横軸は容量比Ｃ１／Ｃ２である。反射コントラ
ストの縦軸の値が大きいほど、良好な反射コントラストが得られる。
【０１１６】
　まず、容量比Ｃ１／Ｃ２の値が、「５」未満の場合に着目する。すると、図１０から分
かるように、容量比Ｃ１／Ｃ２の値の減少に伴い（たとえば、容量Ｃ１の減少に伴い）、
反射コントラスト効果は急激に減少（劣化）する。
【０１１７】
　次に、容量比Ｃ１／Ｃ２が、「５」以上の場合に着目する。すると、図１０から分かる
ように、容量比Ｃ１／Ｃ２の値が多少変動したとしても、良好な反射コントラスト効果は
維持できる。
【０１１８】
　ここで、容量比Ｃ１／Ｃ２は、次式で与えられる。
Ｃ１／Ｃ２＝Ｓ１／Ｓ２×｛（ε１・ｄ２＋ε２・ｄ１）／ε１ｄ２｝　　　　（１）
　（１）式において、ε１は、絶縁膜５の誘電率である。ε２は、絶縁膜１０の誘電率で
ある。ｄ１は、絶縁膜５の膜厚である。ｄ２は、絶縁膜１０の膜厚である。また、Ｓ１は
、反射コントラスト低下防止電極１３と反射電極９との重なり面積である。Ｓ２は、反射
コントラスト低下防止電極１３と補助容量電極４との重なり面積である。
【０１１９】
　上記したように、多少容量比Ｃ１／Ｃ２が変動したとしても、当該変動の影響をさほど
受けず、良好な反射コントラスト効果を維持するためには、容量比Ｃ１／Ｃ２の値が大き
いことが望ましい（上記したように、Ｃ１／Ｃ２≧５であること望ましい）。よって、本
実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置では、上記容量比Ｃ１／Ｃ２が５以上となるよ
うに設計する。
【０１２０】
　たとえば、絶縁膜５として膜厚４００ｎｍのＳｉＮ膜を採用し、絶縁膜１０として膜厚
５００ｎｍのＳｉＮ膜を採用し、上記面積Ｓ２を所望の値で固定した場合において、容量
比Ｃ１／Ｃ２が５以上となるように、上記面積Ｓ１の値を拡大（調整）する。
【０１２１】
　以上により、当該容量比Ｃ１／Ｃ２の値を大きくするためには、（１）式より、たとえ
ば、反射コントラスト低下防止電極１３と反射電極９との重なり面積Ｓ１を大きくすれば
良い、ことが分かる。
【０１２２】
　なお、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置を設計する場合には、以下のことに
留意することが好ましい。
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【０１２３】
　面積Ｓ１の上昇のために、反射電極９上方の反射コントラスト低下防止電極１３の面積
を拡大したとする。しかし、このような場合には、液晶層内に存する導電性の異物などを
介した、反射コントラスト低下防止電極１３と対向電極との間での短絡の発生率が上昇す
る。
【０１２４】
　当該短絡が生じたとしても、上記の通り、透過電極１２には正常に電圧が印加される。
したがって、該当する画素においてバックライトの光が抜けてくる輝点欠陥は生じない。
しかし、当該短絡が生じた場合には、反射コントラスト低下防止電極１３に所望の電圧を
印加することができない。したがって、反射光により、当該反射コントラスト低下防止電
極１３の形成領域を観測した場合には、当該領域は、白点として表示（視認）される。
【０１２５】
　このように、反射電極９上方の反射コントラスト低下防止電極１３の面積を必要以上に
拡大した場合には、反射コントラスト低下防止電極１３と対向電極との短絡の発生率が上
昇し、上記白点の観測もされ易くなる。よって、反射電極９上方の反射コントラスト低下
防止電極１３の面積を拡大には、ある程度の制限を設けることが望ましい。
【０１２６】
　発明者は、たとえば、絶縁膜５として膜厚４００ｎｍのＳｉＮ膜を採用し、絶縁膜１０
として膜厚５００ｎｍのＳｉＮ膜を採用し、上記面積Ｓ２を所望の値で固定した場合にお
いて、容量比Ｃ１／Ｃ２の値が「７」となるように、上記面積Ｓ１を調整することにより
、良好な反射コントラスト効果を維持することができると共に、上記白点の発生率も減少
させることができることを確認した。
【０１２７】
　以上のように、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置では、上記容量比Ｃ１／Ｃ
２は、５以上の関係を満たすように構成されている。したがって、反射コントラスト低下
防止電極１３に起因した、安定した、良好な反射コントラスト効果を維持することができ
る。
【０１２８】
　＜実施の形態３＞
　図１１は、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置の構成を示す、平面図である。
本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板１５０は、実施の形態１に係わるＴＦＴアレイ基
板１００と、ほぼ同じ構成である。しかし、以下の点において、両ＴＦＴアレイ基板１０
０，１５０は相違する。
【０１２９】
　以下、相違する構成についてのみ言及し、共通する構成については、ここでの説明は省
略する。なお、本実施の形態において、半透過型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基
板１５０以外の構成は、実施の形態１と同様である。
【０１３０】
　一の画素領域の反射領域Ｓに注目する。すると、図１１に示すように、本実施の形態に
係わるＴＦＴアレイ基板１５０では、接続電極４０がさらに形成されている。ここで、接
続電極４０は、反射領域Ｓに配設されている反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３
Ｂ同士を、電気的に接続する部材である。なお、反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，
１３Ｂは、反射電極９のソース配線３と対向する両端側に、各々形成されている。以下、
もう少し詳細に構成を説明する。
【０１３１】
　一画素領域の反射領域Ｓに着目すると、図１１に示すように、一方の反射コントラスト
低下防止電極１３Ａは、反射電極９の一方端側の、ソース配線３と当該反射電極９との間
に存する所定の領域の上方に配設されている。また、他方の反射コントラスト低下防止電
極１３Ｂは、反射電極９の他方端側の、ソース配線３と当該反射電極９との間に存する所
定の領域の上方に配設されている。
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【０１３２】
　ここで、反射電極９の他方端側とは、反射電極９の一方端側に対向する側である。また
、反射コントラスト低下防止電極１３Ａおよび反射コントラスト低下防止電極１３Ｂは、
同一層内に形成されている。
【０１３３】
　さらに、本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板１５０では、図１１に示すように、反
射コントラスト低下防止電極１３Ａと反射コントラスト低下防止電極１３Ｂとを電気的に
接続する、接続電極４０が、さらに配設されている。ここで、接続電極４０の幅は、たと
えば５μｍ程度であり、当該接続電極４０は、ＴＦＴの形成領域付近に形成されている。
【０１３４】
　なお、接続配線４０の形状や形成位置は、特に限定する必要はない（たとえば、上記の
ように接続電極幅等を限定する必要はない）。ただし、反射コントラスト低下防止電極１
３Ａ，１３Ｂの電気的なフローティング状態を維持するため、接続電極４０は、透過電極
１２等とは接続していない。
【０１３５】
　以上のように、本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板１５０は、接続電極４０を備え
ているので、以下に示す効果を有する。
【０１３６】
　つまり、反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂは、ソース配線３の近傍におい
て、平面視で、当該ソース配線３と平行して配設されている。したがって、反射コントラ
スト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂは、ソース配線３からのカップリングノイズの影響を受
け易くなる。このように、反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂがカップリング
ノイズの影響を受けると、反射領域Ｓにおいて、クロストークが視認されるという問題が
生じる。
【０１３７】
　しかし、本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板１５０では、上記構成の接続電極４０
が配設されている。具体的に、たとえば、列毎および行毎に極性を反転させるドット反転
駆動方式、または、列毎に極性を反転させる列反転駆動方式を用いた半透過型液晶表示装
置に、本実施の形態を適用したとする。ここで、当該各方式により、左右のソース配線３
が逆位相で極性が反転する。
【０１３８】
　したがって、上記接続電極４０の配設により、反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，
１３Ｂが受けるソース配線３からのカップリングノイズをキャンセルすることができる。
よって、反射領域におけるクロストーク減少を抑制することができる。
【０１３９】
　なお、上述の通り、接続電極４０の形状や配置位置は、反射コントラスト低下防止電極
１３Ａ，１３Ｂのフローティング状態が維持できる限り、特に限定しない。また、反射コ
ントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂおよび接続電極４０の材質も、導電性を有するも
のであれば良い。また、図１１では、接続電極４０は、ゲート配線２と略平行な方向に配
設されている。しかし、当該配設方向に限定する必要は無く、接続電極４０は、ソース配
線３と交わる方向に配設されていれば良い。
【０１４０】
　ただし、接続電極４０の材質を反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂと、同一
材質で形成（つまり、接続電極４０と反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂとを
一体的に形成）することにより、反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂと同一工
程で、当該接続電極４０をも形成することができる。この場合、上述の通り、接続電極４
０と反射コントラスト低下防止電極１３Ａ，１３Ｂとは、一体的である。
【０１４１】
　＜実施の形態４＞
　図１２は、本実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置の構成を示す、平面図である。
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本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板２００は、実施の形態１に係わるＴＦＴアレイ基
板１００と、ほぼ同じ構成である。しかし、以下の点において、両ＴＦＴアレイ基板１０
０，２００は相違する。以下、相違する構成についてのみ言及し、共通する構成について
は、ここでの説明は省略する。
【０１４２】
　なお、本実施の形態において、半透過型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板２０
０以外の構成は、実施の形態１と同様である。
【０１４３】
　一の画素領域の反射領域Ｓに注目する。すると、反射コントラスト低下防止電極４５は
、反射電極９のソース配線３Ａと対向する一方端側から、ソース配線３Ｂと対向する他方
端側にかけて形成されている。つまり、図１２に示すように、本実施の形態に係わるＴＦ
Ｔアレイ基板２００では、反射コントラスト低下防止電極４５は、反射電極９の一方端側
から、当該一方端側と対向する反射電極９の他方端側にかけて形成されている。また、反
射コントラスト低下防止電極４５は、平面視で、反射電極９を覆うように形成されている
。
【０１４４】
　一画素領域の反射領域Ｓに着目すると、図１２に示すように、反射コントラスト低下防
止電極４５は、平面視において、第一の端辺ないし第四の端辺とを備える略矩形状である
。
【０１４５】
　当該反射コントラスト低下防止電極４５の第一の端辺４５ａ付近の領域は、ソース配線
３Ａと当該反射電極９との間に存する所定の領域の上方に配設されている。また、当該反
射コントラスト低下防止電極４５の第二の端辺４５ｂ付近の領域は、ソース配線３Ｂと当
該反射電極９との間に存する所定の領域の上方に配設されている。
【０１４６】
　また、当該反射コントラスト低下防止電極４５の第三の端辺４５ｃは、反射電極９と透
過電極１２との境界付近に配設されている。また、当該反射コントラスト低下防止電極４
５の第四の端辺４５ｄは、ＴＦＴ形成領域付近に配設されている。
【０１４７】
　なお、実施の形態１で説明したように、反射コントラスト低下防止電極４５は、電気的
なフローティング状態である。
【０１４８】
　以上のように、本実施の形態に係わるＴＦＴアレイ基板１５０は、上記構成の反射コン
トラスト低下防止電極４５を備えている。したがって、実施の形態３で説明したように、
反射領域Ｓにおけるクロストーク減少を抑制することができる。
【０１４９】
　なお、上記各実施の形態に係わる半透過型液晶表示装置は、たとえば、画像や文字を表
示する、ＯＡ機器等のアクティブマトリクス方式の液晶表示装置として適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す平面図である。
【図２】ＴＦＴアレイ基板の一画素領域の構成を示す拡大平面図である。
【図３】ＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図４】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程平
面図である。
【図５】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【図６】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程平
面図である。
【図７】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程断
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面図である。
【図８】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程平
面図である。
【図９】実施の形態１に係わる半透過型液晶表示装置の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【図１０】容量比と反射コントラスト効果との関係を示すシミュレーション結果図である
。
【図１１】実施の形態３に係わるＴＦＴアレイ基板の構成を示す拡大平面図である。
【図１２】実施の形態４に係わるＴＦＴアレイ基板の構成を示す拡大平面図である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１　透明絶縁性基板、２　ゲート配線、２ａ　ゲート電極部、３，３Ａ，３Ｂ　ソース
配線、４　補助容量電極、５，１０　絶縁膜、６　半導体能動膜、７　オーミックコンタ
クト膜、９　反射電極、１１　コンタクトホール、１２　透過電極、１３，１３Ａ，１３
Ｂ，４５　反射コントラスト低下防止電極、４０　接続電極、１００，１５０，２００　
ＴＦＴアレイ基板、Ｓ　反射領域、Ｔ　透過領域。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

(21) JP 3892882 B2 2007.3.14



フロントページの続き

    審査官  藤田　都志行

(56)参考文献  特開２００６－０７８６４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１０９５９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１５７１４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３４４８４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２４０２６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２１２５３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４６２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０４１１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９２６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９２６６０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　１／１３４３　　　　
              Ｇ０２Ｆ　　１／１３３５　　　　

(22) JP 3892882 B2 2007.3.14


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

